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ははじじめめにに

品川区は、区内全域で総合的な治水対策（注１）を計画的に推進することを目的

に「品川区総合治水対策推進計画」を平成 3 年 3 月に策定し、公共施設および

民間施設への雨水流出抑制施設（注２）の設置を流域対策（注３）の推進に努めてきま

した。

近年ゲリラ豪雨と呼ばれる局地的な集中豪雨が頻発しています。その中でも

平成 17 年 9 月には、時間 100mm を超える豪雨により約 6,000 棟に及ぶ甚大な

浸水被害が発生しました。

こうした状況を受けて、東京都は平成 19 年 8 月に、10 年後までに実現すべ

き目標と取り組みの方向性を示した「東京都豪雨対策基本方針」をとりまとめ

ました。

これを受けて、東京都および流域関係区市で構成される東京都総合治水対策

協議会は、「東京都豪雨対策基本方針」に基づき、対策を着実に推進するため、

河川や下水道の整備と流域対策等に関する具体的な対策および実施スケジュー

ル等の検討を行い、暫定計画を見直した「目黒川流域豪雨対策計画」を平成 21
年 11 月に策定しました。

このたび品川区は、東京都豪雨対策基本方針、並びに目黒川流域豪雨対策計

画の策定を受けて、これらの計画等との整合を図りつつ、流域における対策の

実施状況を踏まえ、さらなる水害に対する安全性を高めるため、品川区総合治

水対策推進計画を改定しました。

（注１）治水対策：水害や土砂災害から住民の生命・財産・生活を防御するために行う対策

（注２）雨水流出抑制施設：その土地に降った雨を直接下水に流さず、地中に浸透させたり貯留すること
により水害を防ぐ施設 

（注３）流域対策：川が降雨を集めている範囲を流域という。流域内の治水対策のこと。 
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第第１１章章 品品川川区区総総合合治治水水対対策策推推進進計計画画((改改訂訂版版))策策定定のの背背景景

１１－－１１ 品品川川区区総総合合治治水水対対策策のの現現状状

東京都と区市町村は、昭和 61 年 7 月にとりまとめられた「東京都における総

合的な治水対策のあり方について」に基づき、平成元年以降、各河川の流域別

に「総合的な治水対策暫定計画」（以下「暫定計画」）を策定し、治水対策を推

進してきました。

一方、品川区は、区内全域で総合的な治水対策を計画的に推進することを目

的に「品川区総合治水対策推進計画」を平成 3 年 3 月に策定し、公共施設およ

び民間施設への雨水流出抑制施設の設置を流域対策の推進に努めてきました。
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平成37年度時点の実績値＝149,360ｍ3

平成3年計画の目標値＝153,200ｍ3

平成21年度時点の目標値＝88,720ｍ3

平成21年度時点の実績値＝89,248ｍ3

上位計画として 

■ 東京都における総合的な治水対策のあり方についてが報告  昭和 61 年 7 月 

■ 目黒川流域の総合的な治水対策暫定計画が策定           平成 元年 5 月 

■ 品川区総合治水対策推進計画を策定               平成 3 年 3 月 

品川区総合治水対策推進計画の目標

平成 7年度までに時間 2.1mm 相当分の流域対策を達成

平成 37 年度までに時間 10mm 相当分の流域対策を達成

計画策定以降は着実に流域対策を推進

図１－１ 品川区総合治水対策推進計画における流域対策目標値の推移

１平成
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■ 雨水浸透施設設置助成（平成 13 年度制定） 

   主に個人住宅に雨水浸透施設を設置する際の費用を助成する。 

■ 防水板設置工事助成（昭和 62 年度制定） 

  区民の生命・財産を守るために、大雨の時に建物内への浸水を防ぐ防水板を

設置する際に、費用の一部を助成する。 

※ 平成 15 年度以降、開発環境指導要綱の対象物件および掘り下げて地下・

半地下構造とする建物計画は、助成対象外。 

１１－－２２ 品川区総合治水対策推進計画を補う取組み

 品川区では、流域対策を補う施策として防水板、雨水浸透施設（注１）、雨水利用

タンクの設置助成を行っています。

S62～H 16 H 17 H 18 H 19 H 20 H 21 H 22 H 23 
助成実績

107 件 4 件 4 件 2 件 3 件 2 件 2 件 2 件

H13～H16 H 17 H 18 H 19 H 20 H 21 H 22 H 23 
助成実績

19 件 1 件 0 件 2 件 0 件 0 件 0 件 0 件

H 18 H 19 H 20 H 21 H 22 H 23 
助成実績

11 件 25 件 7 件 9 件 13 件 27 件

（注１）雨水浸透施設：雨水流出抑制施設の一つで穴が開いた配水管などにより地中に雨水を浸透させる

施設。

■ 雨水利用タンク設置助成（平成 18 年度制定） 

  主に個人住宅に雨水利用タンクを設置する際に、費用の一部を助成する。 
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１１－－３３ 品品川川区区総総合合治治水水対対策策計計画画見見直直ししのの背背景景

近年、都内で局地的な集中豪雨が頻発しており、その中でも平成 17 年 9 月に

は、時間 100mm を超える豪雨により約 6,000 棟に及ぶ甚大な浸水被害が発生

しました。こうした状況を受けて、東京都は平成 19 年 8 月に、10 年後までに

実現すべき目標と取り組みの方向性を示した「東京都豪雨対策基本方針」をと

りまとめました。

また、対策を着実に推進するため、河川や下水道の整備と流域対策等に関す

る具体的な対策および実施スケジュール等の検討を行い、暫定計画を見直した

「目黒川流域豪雨対策計画」を平成 21 年 11 月に策定しました。

 これを受け品川区は、平成 3 年策定の「品川区総合治水対策推進計画」を改

定することとしました。

（注１）内水氾濫：河川の水を外水と呼ぶのに対し、堤防で守られた内側の土地の水を内水（ないすい）

と呼び、大雨が降り河川や下水道があふれ、建物や土地・道路が水につかってしまうこと。

（注２）宅地内雨水排水管：屋根などの宅地内に降った雨水を下水などに排水する管。 

□ 品川区においても、これらの計画と整合を図りつつ、流域対策の実施状況を 

踏まえ、品川区全域を対象とした治水対策を推進していく必要がある。 

■ 東京都豪雨対策基本方針策定（東京都）           平成 19 年 8 月 

■ 目黒川流域豪雨対策計画策定（東京都総合治水対策協議会） 平成 21 年 11 月 

品川区における総合的な治水対策の更なる推進 

①① 大大規規模模水水害害をを防防ぐぐ「「河河川川整整備備」」のの推推進進

平成 29 年度までに時間 50mm 相当の降雨に対応する。 

②② 内内水水氾氾濫濫（注 1）をを防防ぐぐ「「下下水水道道整整備備」」のの推推進進

  対策促進地区において、平成 29 年度までに時間 50mm 相当の降

雨に対応する。 

③③ 雨雨水水のの流流出出をを抑抑ええるる「「流流域域対対策策」」のの強強化化

平成 29 年度までに時間 5mm 相当の流出抑制を実現する。

①① 開開発発面面積積当当たたりりのの流流域域対対策策指指導導量量のの見見直直しし

②② 助助成成制制度度のの拡拡充充等等、、現現在在実実施施ししてていいるる雨雨水水流流出出抑抑制制対対策策のの強強化化

③③ 新新たたにに宅宅地地内内雨雨水水排排水水管管（注 2）をを公公共共雨雨水水浸浸透透まますすへへ接接続続すするる対対

策策のの実実施施

□ 品川区においては、平成 29 年度までに時間 5mm 相当の流出抑制を図るため、流

域対策に特化した具体的な対策を実施する。 
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第第２２章章 品品川川区区のの概概要要

２２－－１１ 降降雨雨状状況況

２－１－１ 降雨量の変化

 近年、東京都内に時間 50mm を超える豪雨がほぼ毎年観測されています。都

内の 117 箇所の雨量観測所における観測結果を見ると、平成の初め頃は、年間

延べ十数箇所で観測されるのみであった時間 50mm を超える降雨が、平成 17
年には、延べ 66 箇所で観測されています。

 また、昭和初期からの詳細な雨量データがある気象庁東京管区気象台（大手

町）の観測値からも、平成 2 年以降の時間最大降雨量・10 分間最大降雨量は、

増加傾向にあります。

出典：東京都建設局 「過去の水害記録」

図２－１ 東京都内における時間 50mm 以上の豪雨の回数 

図２－２ 各年最大雨量の 10 年間平均値（東京管区気象台） 
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２－１－２ 水害発生降雨の変化

水害を発生させる降雨は、大きく台風に伴う豪雨と通称ゲリラ豪雨と呼ばれ

る台風以外の集中豪雨に分けられます。

両方を比較すると、台風に伴う豪雨は、長時間の雨にみまわれるため、総雨

量は大きく時間雨量は少ないのに対し、集中豪雨は、短時間に局所的地域が強

い雨にみまわれるため、総雨量は小さく時間雨量は大きくなります。

品川区における過去 21 年間（平成元年～平成 21 年）の水害記録を見ると、

平成元年～平成 10 年に比べ平成 11 年～平成 21 年では、集中豪雨による水害の

割合が増加しています。

 出典：品川区町丁目別浸水実績一覧（平成元年～平成 21 年）   

図２－３ 水害発生降雨の発生要因別降雨回数の変化

台風に伴う豪雨 集中豪雨 



7

表２－１ 品川区における過去の降雨と水害の状況

 出典：品川区町丁目別浸水実績一覧（平成元年～平成 23 年）

床下 床上

H.1 8. 1 大雨 143 46 品川 233 590

〃 9.20 台風22号 81 38 品川 30 2

H.2 9.13 大雨 54 35 品川 96 48

〃 9.30 台風20号 109 25 品川 116 31

H.3 9.18 台風18号 248 46 荏原 27 4

H.5 8.27 台風11号 287 42 荏原 4 114

〃 11.13 集中豪雨 145 35 荏原 0 2

H.6 7.18 大雨 53 43 品川 1 4

〃 8.20 集中豪雨 99 42 品川 0 4

H.9 8.23 集中豪雨 70 51 荏原 49 46

H.10 8. 3 集中豪雨 21 16 荏原 44 23

H.11 8.29 集中豪雨 81 77 荏原 1,137 1,614

〃 10.27 集中豪雨 75 32 荏原 16 19

H.12 7. 3 集中豪雨 26 25 品川 5 14

〃 7. 4 集中豪雨 29 29 品川 1 3

H.13 6.11 集中豪雨 45 42 荏原 1 2

〃 8.27 集中豪雨 22 21 東京 1 1

H.14 7.15 台風7号 53 17 品川 0 2

〃 8. 2 集中豪雨 56 48 荏原 2 0

〃 8. 4 集中豪雨 70 64 品川 182 215

〃 9. 6 集中豪雨 167 53 品川 3 7

〃 9. 7 集中豪雨 49 43 品川 4 3

H.15 9. 3 集中豪雨 0 0 品川 0 2

〃 10.13 集中豪雨 42 42 荏原 11 23

H.16 10. 9 台風22号 267 49 荏原 13 5

〃 10.20 台風23号 227 43 荏原 73 64

H.17 9.11 集中豪雨 29 22 荏原 3 1

H.18 8. 9 台風7号 82 43 荏原 0 1

H.19 9.11 大雨 107 36 荏原 2 1

H.20 7.12 大雨 3 3 東京 0 7

H.21 10.8 台風18号 147 47 品川 7 3

H.22 12.3 集中豪雨 87 39 品川 45 18

観測所名
浸水棟数

発生年月日 要因
総雨量
(mm)

時間最大
雨量(mm)
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２２－－２２ 近近年年のの浸浸水水被被害害状状況況

品川区に近年発生している浸水被害は、いわゆる「都市型水害（注１）」で、その

特徴は、短時間に多くの人やその財産が被害を受ける点にあります。

これは、都市化により、雨水が地中に浸透しにくく、短時間かつ大量に下水

道や河川に流入することによると考えられます。

また、地下や半地下空間の浸水被害は、短時間の豪雨で発生することが多く、

河川沿い以外でも、浸水被害が発生しています。

品川区における近年の浸水実績図を見ると、平成 10 年以前は、五反田駅周辺

を中心とした目黒川沿いに浸水被害が集中して見られましたが、平成 11 年以降

は、五反田駅周辺の浸水被害は軽減し、立会川及び下水道立会川幹線周辺や戸

越銀座から三ツ木通りにかけて、浸水被害が発生しています。 

図２－４ 浸水実績図

（注１）都市型水害：都市部では地面はコンクリートなど浸透しにくい舗装になっており、雨水は浸透

せず大半が下水道に流れる。集中豪雨時には下水道はすぐに満水状態になり、雨水が流入せず

溢れて洪水となる。

平成1年～10年における浸水実績

平成11年～20年における浸水実績

五反田駅周辺を中心とした浸水地区 

下水道立会川幹線～立会川にかけての浸水地区 

戸越銀座～三ツ木通りにかけての浸水地区 
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第第３３章章 総総合合的的なな治治水水対対策策のの取取組組みみ状状況況

３３－－１１ 河河川川のの整整備備状状況況

 品川区を流下する河川は、目黒川及び立会川の 2 河川ですが、流域としては、

渋谷川・古川流域、内川流域を加えた 4 流域から成り、区東側の低地や埋立地

は、ポンプ排水区域（注１）となっています。

 品川区が抱える 4 流域の河川のうち、目黒川及び渋谷川・古川については、

豪雨対策の対策促進エリアに指定され、豪雨対策計画が策定されています。

また、各河川に河川整備計画が策定され時間 50ｍｍに対応した整備が進めら

れています。

（注１）ポンプ排水区域：低地部などで集められた雨水をポンプアップによって下水道や河川に流す区域 
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図３－１ 河川整備状況図
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図３－２ 目黒川整備状況図

表３－１ 河川の護岸整備状況

※未整備箇所：谷山橋、五反田大橋箇所                平成 23 年度末現在

表３－２ 調節池（注３）の整備状況

河川名称 護岸整備率（注１） 治水安全度達成率（注２）

目黒川（品川区内） 93 ％（※） ― 

東京都中小河川全体 65 ％ 76 ％ 

河川名称 施設名称 設置場所 調節池容量（ ） 完成年度 

目黒川 荏原調節池 品川区西五反田3丁目 200,000 平成 13 年度 

（注１）護岸整備率：50mm 対策護岸の整備率（高潮対策区間は除く） 
（注２）治水安全度達成率：50mm 対策護岸の整備率に調節地等の整備の効果を加えた整備率 
（注３）調節地：河川の水位上昇を抑えるため一時的に洪水を貯留する施設 
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３３－－２２ 下下水水道道のの整整備備状状況況

 品川区の下水道処理区域は、目黒川を挟んで北側が芝浦処理区、南側が森ヶ

崎処理区に分かれ、下水道普及率は、概ね 100％に達しています。

浸水被害発生箇所等における緊急的な対応としては、平成 11 年度～平成 15
年度に「雨水整備クイックプラン」、平成 16 年度～平成 20 年度に「新・雨水整

備クイックプラン」による対策がそれぞれ実施されてきました。（参考参照）

現在は、時間 50mm 降雨に対応するための幹線やポンプ所等の増強整備が東

京都により進められています。品川区内の浸水対策整備率（注 1）は 43％（平成 21
年度現在）となっています。

（注1）浸水対策整備率：1時間 50mm の降雨に対応する下水道整備が完了した面積の割合 
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図３－３ 品川区内の下水道整備状況図
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３３－－３３ 流流域域対対策策のの実実施施状状況況

 品川区では、総合治水対策推進計画に基づき公共施設（道路、公園、学校等）

および品川区開発環境指導要綱に係る民間施設に雨水を貯留または浸透させる

設備の設置により流域対策を推進してきました。

平成 19 年度末での目黒川流域における流域対策の実施対策量は、約 21.4 万

m3で、2.7mm 相当の降雨を貯留・浸透する効果があるものと考えられます。内

訳は、公共施設や大規模民間施設が大部分を占め、その他として、公共施設の

歩道や敷地面積 1,000m2 未満の民間施設においても、流域対策が実施されてい

ます。

表３－３ 品川区内における流域対策の実施状況

平成 3年計画 

の目標対策量 

平成 21 年度 

までの実施量 
未実施量 

15.3 万  8.9 万  6.4 万 
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３３－－４４ 貯貯留留浸浸透透施施設設のの設設置置状状況況

 品川区では、豪雨等による浸水被害を軽減するため、区有施設（道路・公園・

学校等）に対して雨水浸透ます、雨水浸透管等の設置を推進しています。

また、一定規模以上の建築物を建設する際には、品川区開発環境指導要綱に

基づき貯留浸透施設の設置指導を行ってきました。

出典：品川区流域対策実績調査（区市町村施設 平成 13 年度～平成 20 年度）

図３－４ 流域対策実績の推移

図３－５ 貯留浸透施設の設置状況

貯留浸透施設（建物）
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３３－－５５ 防防水水板板のの設設置置状状況況

防水板は、地下や半地下施設における浸水被害、及び河川・下水道整備と流

域対策では対応しきれない降雨による浸水被害を防止するための対策施設です。

品川区では、浸水防止対策を促進するため、防水板設置工事助成制度を実施

しています。

助成制度を活用した防水板の設置状況を見ると、平成 10 年以前に大規模な浸

水被害が生じた五反田駅周辺、平成 11 年以降に浸水被害が多発している戸越銀

座から三ツ木通り、及び立会道路沿いに集中して防水板が設置されています。

図３－６ 助成制度を活用した防水板設置件数の推移

図３－７ 助成制度を活用した防水板の設置状況

防水板設置箇所
昭和62年度～平成10年度

平成11年度～平成20年度
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長期見通し現在 10年後 

降
雨
規
模

既往最大 

75 

（mm/hr）

50 

50 mm/hr

5 mm/hr 

家づくり・まちづくり対策：高床建築、防水板設置等 

避難方策の強化：豪雨情報提供等 

河川・下水道整備（流下施設）：護岸、管路整備等 

流域対策：浸透ます等設置、緑地保全等 

河川・下水道整備（貯留施設）：調節池、調整池等 

凡

例

第第４４章章 総総合合的的なな治治水水対対策策をを進進めめてていいくく上上ででのの課課題題

４４－－１１ 東東京京都都豪豪雨雨対対策策基基本本方方針針のの概概要要

 これまでの治水対策は、東京都における総合的な治水対策のあり方について

の本報告に基づいて目標を定め、取り組まれてきました。都及び区市町村が進

めるべき治水対策として、河川整備や下水道整備に加え、雨水の流出を抑制す

る流域対策、並びに浸水被害を最小限にとどめる家づくり・まちづくり対策を

実施していく、となっていることが大きな特長です。

東京都豪雨対策基本方針においては、これまでの治水対策と局所的集中豪雨

の増加や過去の被害状況を踏まえて当面の整備水準を再設定し、高床建築や防

水板設置等の家づくり・まちづくり対策、豪雨情報提供等の避難方策の強化を

対策として加え、総合的な豪雨対策の施策としてとりまとめられました。

【【1100年年後後のの目目標標】】
■ 時間55mm降雨までは床上浸水等を 

防止 
■ 既往最大降雨でも生命安全を確保

【【長長期期見見通通しし((概概ねね3300年年後後))】】
■ 時間60mm降雨までは浸水を解消 
■ 時間75mm降雨までは床上浸水等を防止
■ 既往最大降雨でも生命安全を確保

今今後後のの豪豪雨雨対対策策のの目目指指すすととこころろ

図４－１ 各対策の役割分担
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４４－－２２ 目目黒黒川川流流域域豪豪雨雨対対策策計計画画のの概概要要

４－２－１ 目黒川流域豪雨対策計画の目標

 目黒川流域豪雨対策計画では、東京都豪雨対策基本方針に基づき、具体的内

容や実施スケジュールを含めて策定されたものであり、長期見通しを踏まえて

平成 29 年度までに時間 55mm の降雨に対応することを当面達成すべき水準と

して、目標設定を行っています。

表４－１ 目黒川流域豪雨対策計画の目標

 出典：東京都豪雨対策基本方針（東京都 平成 19 年 8 月）    

図４－２ 豪雨対策の施策

平成 29 年度までに達成すべき目標

① 流下対策に関わる河川・下水道施設の整備に加え、貯留施設の整備

により時間 50mm までの降雨に対応する。 

② 貯留・浸透施設の設置等の流域対策により、時間 5mm 相当分の雨水

流出を抑制する。 

長期目標 (概ね 30 年後）

① 時間 60mm 降雨までは浸水を解消する。 

② 時間 75mm 降雨までは床上浸水等を防止する。 

③ 既往最大降雨でも生命の安全を確保する。 



17

４－２－２ 流域対策

 公共施設における貯留・浸透施設の設置の推進、並びに民間施設における貯

留浸透施設の促進を行うことにより、平成 29 年度までに時間 5mm 相当の流出

抑制を実現することを目標として整備を行います。

 暫定計画で提示された単位対策量（注１）に対し、貯留・浸透施設の消失や機能

低下等も考慮に入れて算出した平成29年度までの予測対策効果量（単位対策量）

に基づいて、浸透ますや浸透管、透水性舗装（注２）等の活用により単位対策量を

満たすことを目標に対策・整備を推進していきます。

① 公共施設における流域対策

ａ）庁舎（敷地面積 1ha 当たり 600m3以上の対策）

庁舎の駐車場や屋外通路等に、浸透ます、浸透管等を配置して、地下

に浸透させ、あるいは、建物等の地下に貯留させることにより雨水の

流出を抑制。

ｂ）教育施設（敷地面積 1ha 当たり 600m3以上の対策）

小・中学校、高校等の教育施設に、運動場等を利用した貯留堤、浸透ま

す、浸透管等を配置して、地下に浸透させ、あるいは、建物や運動場等

の地下に貯留させることにより雨水の流出を抑制。

ｃ）車道（1ha 当たり 290m3以上の対策）

道路浸透ます、浸透側溝、浸透井等を配置して、車道に降った雨水の

流出を抑制する。また、透水性舗装の整備を区市道については引き続

き行い、都道、国道についても整備できる箇所については積極的に推

進し、雨水の流出を抑制。

ｄ）歩道（1ha 当たり 200m3以上の対策）

透水性舗装により雨水の流出を抑制。

ｅ）公園（敷地面積 1ha 当たり 600m3以上の対策）

貯留堤、浸透ます、浸透管等を配置して、地下に浸透させ、あるいは、

地下に貯留させることにより雨水の流出を抑制。

② 大規模民間施設における対策（開発面積 1ha 当たり 600m3以上の対策）

開発面積 500m2以上の施設を対象に、駐車場や屋外通路等に浸透ます、

浸透管等を配置して、地下に浸透させ、あるいは、建物等の地下に貯留

させることにより、雨水の流出を抑制。

③ 小規模民間施設における対策（開発面積 1ha 当たり 300m3以上の対策）

開発面積 500m2未満の施設を対象に、庭や空き地等に浸透ます、浸透管

等を配置して、雨水の流出を抑制。

（注１）単位対策量：貯留や浸透施設による、1 ㎡当たりの雨水の対策雨水対策量

（注２）透水性舗装：通常アスファルトは水を通さないが、空隙を多くして水を通す構造をしたもの。都
市型水害対策に用いられる。 
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４４－－３３ 品品川川区区のの総総合合的的なな治治水水対対策策をを進進めめてていいくく上上ででのの

問問題題点点・・課課題題・・対対応応策策

①目黒川流域以外のエリアについても「目黒川流域豪雨対策計画」を基に

区内全域の目標対策量を見直す。また、平成 29 年度までに 5mm の流域対

策を達成するために施設の単位対策量の見直しを行う。 

 ・公共施設として建物および公園の単位対策量を上げる。 

・小規模民間開発の単位対策量を上げる。  

②各助成制度の見直しを行う 

・ 開発環境指導要綱物件および個人住宅について下水道局と協力し公共

雨水浸透ますの設置を促進する 

・雨水利用タンクの助成制度を見直し（平成 23 年 4 月実施）設置を促進

する 

・防水板の設置助成事業を PR し設置を促進する 

①「目黒川流域豪雨対策計画」にて目黒川流域で設置された浸透・貯留施

設の機能の低下および滅失を統計的に想定し、平成 29 年度までに達成す

べき流域対策の目標対策量が修正され示された。 

②治水対策促進のために流域対策を補完する施策を実施しているが、実施

件数が伸び悩んでいる。 

①「目黒川流域豪雨対策計画」により修正された目黒川流域での目標対策

量を基に、流域内の対策状況を踏まえつつ平成 3 年に策定された総合治

水対策推進計画の目標対策量を見直す必要がある。 

②助成制度を見直して宅地内雨水浸透対策の促進を図るとともに、雨水利

用タンク助成および防水板設置助成の PR を強化する必要がある。 

問 題 点 

課  題 

対 応 策 
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流域対策

第第５５章章 品品川川区区総総合合治治水水対対策策推推進進計計画画のの改改訂訂

５５－－１１ 品品川川区区総総合合治治水水対対策策のの目目標標

品川区の総合治水対策目標は、「東京都豪雨対策基本方針」及び「目黒川流

域豪雨対策計画」を踏まえ、30 年後を見据えて、平成 29 年度までの目標とし

て、概ね時間 55mm の降雨までは床上浸水被害や地下浸水被害を可能な限り防

止しするため、時間 5ｍｍの流域対策を行います。

品川区総合治水対策の平成 29 年度までの目標

概ね時間 55mm 降雨までの床上浸水や地下浸水被害の防止を目指す。

平成 29 年度までに時間 5ｍｍ相当の雨水流出抑制を達成 

図５－１ 品川区総合治水対策の施策イメージ

（補完施設） 

（補完施設） 
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５５－－２２ 品品川川区区総総合合治治水水対対策策のの具具体体的的なな取取りり組組みみ

５－２－１ 流域対策

平成 29 年度までに時間 5mm 相当分の雨水流出抑制を達成するため、公共施

設に対する雨水流出抑制対策の更なる推進を図ると伴に、民間施設に対する雨

水流出抑制対策の促進を強化し、品川区全域で、約 13.8 万ｍ3 の流域対策を実

施していきます。
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目標対策量

図５－３ 品川区総合治水対策における流域対策目標値の推移

図５－２ 品川区総合治水対策における平成 29 年度までの流域対策目標値と実績
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（１）公共施設の雨水流出抑制対策

① 単位対策量の見直し

品川区、国、東京都及びその他公共公益機関の所管する施設に雨水流出抑

制施設を設けることは、区内における流域対策において先導的役割を果たし、

相当量の対策効果が見込まれます。

これより、目黒川流域豪雨対策計画における単位対策量や流域の対策状況

等を踏まえ、品川区の公共施設に対する単位対策量を見直し、流域対策の強

化を図ります。

品川区としては、公共施設の中で建物および公園の単位対策量を増加し流

域対策の一層の促進を図ります。

表５－１ 公共施設の単位対策量 

施設区分 

平成 3年計画の 

単位対策量 

（ｍ3/ha） 

見直し後の 

単位対策量 

（ｍ3/ha） 

公共施設（建物） 500 600 

公共施設（公園） 500 600 

道  路（車道） 240 290 

道  路（歩道） 200 200 

② 区有施設における貯留浸透施設の設置促進

  品川区が管理する施設については、積極的に雨水流出抑制施設の整備を進

め、先導的な役割を担う必要があります。

これより、品川区内の公共施設について、改築時及び新築時において、雨

水貯留浸透施設の設置対策を実施していくものとします。

③ 区有施設における雨水利用タンクの設置促進

  現在既存の区有施設に対して、雨水利用タンクの設置事業を実施しており、

今後も個人宅への設置を促すために、積極的に雨水利用タンクの設置対策を

行っていきます。
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（２）民間施設の雨水流出抑制対策

① 単位対策量の見直し

区の大部分を占める民間施設において、流域対策を促進させることで、そ

の効果を飛躍的に増大させることが可能となります。

目黒川流域豪雨対策計画において、大規模民間施設の対象面積が引き下げ

られ、更に、小規模民間施設に対して対策量が定められたことを踏まえ、品

川区においても民間施設の単位対策量を見直し、流域対策の強化を図ります。

表５－２ 民間施設の単位対策量 

施設区分 

平成 3年計画の 

単位対策量 

（ｍ3/ha） 

見直し後の 

単位対策量 

（ｍ3/ha） 

大規模民間施設 

（1,000ｍ2以上） 
500 600 

大規模民間施設 

（500ｍ2以上） 
300 600 

小規模民間施設 

（500ｍ2未満） 
200 300 

② 開発行為に伴う貯留浸透施設の設置指導 

単位対策量等の見直しに伴い、新たに「品川区雨水流出抑制施設技術指針

（平成 25 年 4 月）」を定め、対象施設の指導を実施していく。
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５－２－２ 流域対策を補完する対策

（１）民間施設への浸透施設の普及

① 開発環境指導要綱に伴う公共雨水浸透ますへの接続指導 

これまでの建設計画においては、下水道が合流式（注１）であるため、雨水排

水管も公共汚水ますに接続させる排水計画を行っていましたが、今後、雨樋

からの雨水排水については、公共雨水浸透ますに接続させるように指導を行

っていきます。

また、個人住宅の宅地内排水管を公共雨水浸透ますに接続することも検討

します。

（注１）合流式：下水道の施設で汚水と雨水を１つの管路で一緒に下水処理場まで送る方式 

汚水排水管 

公共汚水ます

流し類 

便器 

民地側

公道側

雨樋 

公共雨水浸透ます

（この排水管は不要）

雨水浸透管 

雨水ます 

下水道本管 

・一部の配水管が不要になる場合

は、工事費が縮減できます 

・公共雨水浸透ますは、東京都下

水道局が設置するため、費用は

かかりません

公共汚水ます

流し類 

便器 

民地側

公道側

雨樋 

下水道本管 

汚水と雨水を合流させ公共汚水 

ますに接続して排水 

⇒下水道本管の負担大 

汚水系統

雨水系統

合流ます

図５－４ 公共雨水浸透ますへの接続指導のイメージ
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（２） 既存住宅における雨水利用タンクの設置促進

 品川区では、平成 18 年 3 月に制定された「品川区雨水利用タンク設置助成

要綱」に則り、民間住宅等における雨水利用タンクの設置に際して助成金の

交付を行っています。 

雨水利用タンクは、貴重な水資源の有効活用に寄与し、貯留施設として雨

水流出抑制効果も期待できることから、今後も雨水利用タンクの必要性と効

果について区民の理解を深め、協力が得られやすいように品川区ホームペー

ジで周知するとともに区内で開催されるイベント等で PR を図っていきます。

図５－５ 雨水利用タンクの設置イメージ

《仕様》

容量 80 
横幅 80cm×奥行 35cm×高さ 42cm 

               《仕様》

容量 150 
横幅 71cm×

奥行 40cm×

高さ 108cm 

《仕様》

容量 200 
横幅 74cm×

奥行 50cm×

高さ 110cm 
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（３）防水板設置の促進 

品川区では、昭和 62 年 6 月に制定された「品川区防水板設置等工事助成要綱」

に基づき、浸水に脆弱な場所である地下・半地下施設の浸水防止対策を促進す

るため、防水板の設置及びこれに伴う関連工事に対して一部を除いて（注）助成金

の交付を行っています。

今後も地下空間の浸水危険性や浸水対策の必要性について区民の周知に努め、

自助対策として防水板の設置促進を図るための PR を行っていくと伴に、地下・

半地下施設を新規に建設する際には、防水板の設置指導を行っていきます。

出典：東京都地下空間浸水対策ガイドライン（東京都 平成 20 年 9 月）  

図５－６ 地下空間の危険性と防止板の設置イメージ

※ 防水板の助成については、平成 15 年度からは、「品川区中高層建築物等の建設
に関する開発環境指導要綱」の対象となる建物、および浸水被害を拡大させる恐
れのある半地下駐車場等、現況地盤面より掘り下げて土地利用を行う建物は、助
成対象から除外しています。
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おおわわりりにに

流域対策は、下水道整備や河川整備と並ぶ浸水対策における重要な対策であ

る。

したがって、今回の計画の見直しにより、新たな要綱の制定、雨水流出抑制

施設技術指針の見直しを行い、流域対策を引き続き推進する。

さらに、対策を効果的に進めていくために、対策の実施状況を適宜調査し、

ホームページ等で情報公開を行うとともに、必要に応じて対策の見直しを検討

する。

また、流域対策はひとつの区では進められないことから、引き続き東京都と

連携していきます。


